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第３章 障害福祉計画  
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障害福祉計画の体系 

  

大項目 中項目 小項目 
基本計画（柱） 

との関連 
柱 頁 

1. 障害福祉計
画の基本指針 

(1) 計画の策定にあたって - - 

(2) 国の基本指針の概要 - - 

2. 成果目標の
設定 

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 柱１ 
柱２ 

p.40～ 
p.56～ 

(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 柱２ p.56～ 

(3) 地域生活支援の充実 柱１ 
柱２ 

p.40～ 
p.56～ 

(4) 福祉施設から一般就労への移行等 柱３ p.69～ 

(5) 障害児支援の提供体制の整備等《障害児福祉計画》 柱４ p.82～ 

(6) 相談支援体制の充実・強化等 柱１ p.40～ 

(7) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る 
体制の構築 

柱２ 
柱４ 

p.56～ 
p.82～ 

3. 活動指標 
（障害福祉 
サービスの 
見込み） 

(1) 訪問系サービス 居宅介護 

柱２ p.56～ 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

(2) 日中活動系 
サービス 

生活介護 

柱２ 
柱３ 

p.56～ 
p.69～ 

重度障害者の生活介護 

自立訓練（機能訓練) 

自立訓練（生活訓練) 

就労選択支援 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ〔雇用〕型） 

就労継続支援（Ｂ〔非雇用〕型） 

就労定着支援 

療養介護 

短期入所（ショートステイ） 
（福祉型・医療型） 

重度障害者の短期入所（福祉型） 

(3) 居住系サービス 自立生活援助 

柱２ p.56～ 

共同生活援助（グループホーム） 

重度障害者の共同生活援助 
（グループホーム） 

施設入所支援 

地域生活支援拠点等 

(4) 相談支援関連 計画相談支援 
柱１ 
柱２ 

p.40～ 
p.56～ 

地域移行支援 

地域定着支援 
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大項目 中項目 小項目 
基本計画（柱） 

との関連 
柱 頁 

3. 活動指標 
（障害福祉 
サービスの 
見込み） 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 

障害児福祉サービス《障害児福祉計画》 

柱４ p.82～ 

障害児通所 
支援 

児童発達支援 
放課後等デイサービス 
保育所等訪問支援 
居宅訪問型児童発達支援 

障害児相談 
支援 
  

障害児相談支援 

医療的ケア児等に対する関連分野の支援を
調整するコーディネーターの配置 

(6) 発達障害者等
に対する支援 
 

ペアレントトレーニング・ペアレントプログラム
等の支援プログラムの受講者数（保護者）及
び実施者数（支援者） 柱４ p.82～ 
ペアレントメンターの人数 
ピアサポートの活動への参加人数 

(7) 精神障害にも
対応した地域
包括ケアシス
テムの構築 

保健，医療及び 
福祉関係者による 
協議の場 

開催回数 

柱２ p.56～ 

参加者数 
目標設定及び評価の 
実施回数 

精神障害者の地域移行支援・地域定着支援・
共同生活援助・自立生活援助・自立訓練（生
活訓練） 

(8) 相談支援体制
の充実・強化
のための取組 
 

基幹相談支援センターの設置 

柱１ 
柱２ 

p.40～ 
p.５６～ 

基幹相談支援センターによる 
地域の相談支援体制の強化 
協議会における個別事例の検討を通じた 
地域のサービス基盤の開発・改善 

(9) 障害福祉サー
ビスの質を向
上させるため
の取組 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

柱２ 
柱４ 

p.56～ 
p.８２～ 

障害者自立支援審査支払等システムによる 
審査結果の共有   

指導監査結果の関係市町村との共有 

4. 地域生活 
支援事業の 

見込み 

(1) 必須事業 理解促進研修・啓発事業 

柱１ 
柱２ 
柱３ 
柱４ 

p.40～ 
p.56～ 
p.69～ 
p.82～ 

自発的活動支援事業 

相談支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度法人後見支援事業 

意思疎通支援事業  

日常生活用具給付等事業 

手話奉仕員養成研修事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター機能強化事業 

専門性の高い意思疎通支援事業 

(2) その他事業 日中一時支援事業 

柱１ 
柱２ 

p.40～ 
p.56～ 

訪問入浴サービス事業 

点字・声の広報等発行事業 

奉仕員養成・研修事業 

障害者グループホーム入居者家賃助成事業 
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1. 障害福祉計画の基本指針   

（1） 計画の策定にあたって 

「第７期柏市障害福祉計画」及び「第３期柏市障害児福祉計画」は，２０２４年度から２０２６年度ま

でを対象とし，障害福祉サービス及び相談支援，並びに地域生活支援事業を提供するための体制

確保が，総合的かつ計画的に行えるように策定するものです。 

策定にあたっては，国で策定する「基本指針」に基づく必要があります。「基本指針」には，配慮す

る点や基本的考え方等が提示されるとともに，次のことを設定するように示されています。 

 成果目標：障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標として設定する数値等。 

 活動指標：成果目標を達成するために設定する，障害福祉サービスの利用人数や日数等の

見込量。 

 地域生活支援事業の見込量：地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により

計画的に実施する事業である，地域生活支援事業の利用人数等の見込量。 

本市においても，国の基本指針に基づき，サービス提供事業者と連携をとりながら提供体制の充

実を図ります。 

（2） 国の基本指針の概要 

《配慮する点》 

1. 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

2. 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実

施等 

3. 入所等から地域生活への移行，地域生活の継続の支援，就労支援等の課題に対応したサー

ビス提供体制の整備 

4. 地域共生社会の実現に向けた取組 

5. 障害児の健やかな育成のための発達支援 

6. 障害福祉人材の確保・定着 

7. 障害者の社会参加を支える取組定着 

《障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方》 

1. 全国で必要とされる訪問系サービスの保障 

2. 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 

3. グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 

4. 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

5. 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実 

6. 依存症対策の推進  
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《相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方》 

1. 相談支援体制の充実・強化 

2. 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

3. 発達障害者等に対する支援 

4. 協議会の活性化 

《障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方》 

1. 地域支援体制の構築 

2. 保育，保健医療，教育，就労支援等の関係機関と連携した支援 

3. 地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 

4. 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 

5. 障害児相談支援の提供体制の確保 
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2. 成果目標の設定 

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

《国の基本指針》 

 施設入所者の地域生活への移行：２０２６年度末時点で，２０２２年度末時点の施設入所者数

の６％以上が地域生活へ移行 

 施設入所者の削減：２０２６年度末時点で，２０２２年度末時点の施設入所者数から５％以上削減 

《市の目標値》 

施設入所者の地域生活への移行については，入所者本人や家族の意向を確認し，地域生活への

移行ありきとならないよう配慮しながら，国の基本指針で示される６％（１１人）の地域移行を目標に

設定します。併せて，２０２６年度末時点での施設入所者数についても，国の基本指針で示される５％

（９人）の削減を目標値とします（新規入所者は２人を想定）。 

項目 目標値 考え方 
２０２６年度末時点の地域生活移行者数 １１人 

（６．０％） 
２０２２年度末施設入所者数１８７人
の６．０％ 

２０２６年度末時点の施設入所者削減数 ９人 
（５．０％） 

２０２６年度末施設入所者数１７８人 
（新規入所者は２人を想定） 

《関連する活動指標》 

 (１) 訪問系サービス 

 (2) 日中活動系サービス 

 (3) 居住系サービス 

 (4) 相談支援関連 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱１－施策１－取組１ 「相談支援・ケアマネジメント体制の充実」 

 柱１－施策１－取組２ 「多分野の協働による相談支援の充実」 

 柱２－施策１－取組１ 「地域生活を支える場の充実」 

 柱２－施策１－取組２ 「高齢障害・重度障害等にも対応できる環境の整備」 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 
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(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

《国の基本指針》 

 【県】精神障害者の精神病棟から退院後１年以内の地域における平均生活日数：２０２６年度

における平均が３２５．３日以上 

 【県】精神病床における１年以上長期入院患者数（６５歳以上，６５歳未満）：２０２６年度末に

おける目標値を設定（基本指針で示される計算式で算定） 

 【県】精神病床における早期退院率：２０２６年度において，入院後３か月時点の退院率が 

６８．９％以上，入院後６か月時点が８４．５％以上，入院後１年時点が９１．０％以上 

《市の目標値》 

数値目標については県が定める事項となりますが，入院している精神障害者が地域生活（自宅や

グループホーム等）に移行するにあたり，地域移行支援や地域定着支援を始めとした障害福祉サー

ビスの提供等の支援を行う必要があります。これまでの実績を踏まえ，本目標に関連する活動指標を

設定します。 

《関連する活動指標》 

 (７) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

《関連する障害者基本計画の事業》 

 柱２－施策１－取組１ 「地域生活を支える場の充実」 

 柱２－施策１－取組２ 「高齢障害・重度障害等にも対応できる環境の整備」 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 
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(3) 地域生活支援の充実 

《国の基本指針》 

 各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに，コーディネーターの配置，地域生

活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置，支援ネットワーク等

による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制を構築：２０２６年度末までに整備及び体制

構築 

 支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討：年１回以上実施 

 強度行動障害を有する障害者に関して，その状況及び支援ニーズを把握し，支援体制を整備：

２０２６年度末までに体制を整備（新規） 

《市の目標値》 

本市においては，２０１９年度末までに地域生活支援拠点４か所を面的・機能別に整備を行い，国

の基本方針で示されているコーディネーターの配置等による支援体制及び緊急時の連絡体制を構

築しています。今後は，地域性への配慮やさまざまな障害に対する支援体制を整備するため，年２回

を目途に，各地域生活支援拠点等の運用状況の評価を行い，その結果を柏市自立支援協議会に報

告します。 

また，柏市自立支援協議会において関係機関の連携の下，強度行動障害者の地域における支援

体制の検討を行います。 

項目 目標値 考え方 
地域生活支援拠点等の整備，効果的な支援体
制及び緊急時の連絡体制の構築 

有 ２０１９年度末までに地域生活支援
拠点４か所整備済，合わせて支援
体制及び緊急時の連絡体制も構
築済 

支援の実績等を踏まえ運用状況を検証・検討 ２回／年 参考値：２０２２年度は２回／年開
催 

強度行動障害者に関して地域の関係機関が連
携した支援体制の整備 

有 柏市自立支援協議会を支援体制
とする 

《関連する活動指標》 

 (3) 居住系サービス 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱１－施策１－取組１ 「相談支援・ケアマネジメント体制の充実」 

 柱２－施策１－取組１ 「地域生活を支える場の充実」 
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(4) 福祉施設から一般就労への移行等 

《国の基本指針》 

 福祉施設から一般就労への移行者数：２０２６年度中に２０２１年度実績の１．２８倍以上 

 一般就労への移行者数（就労移行支援事業）：２０２６年度中に２０２１年度実績の１．３１倍以上 

 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所：

２０２６年度において，就労移行支援事業所の５割以上（新規） 

 一般就労への移行者数（就労継続支援Ａ型事業）：２０２６年度中に２０２１年度実績の１．２９倍以上 

 一般就労への移行者数（就労継続支援Ｂ型事業）：２０２６年度中に２０２１年度実績の１．２８倍以上 

 就労定着支援事業の利用者数：２０２６年度中に２０２１年度末実績の１．４１倍以上 

 就労定着率が７割以上となる就労定着支援事業所の割合：２０２６年度において，就労定着支

援事業所の２割５分以上 

《市の目標値》 

本市においては，障害者就業・生活支援センター等を始めとした関係機関の連携による障害者雇

用の促進や，ジョブコーチ派遣事業等の活用を通じた職場定着支援の強化により，一般就労及び職

場定着の促進を図ります。 

項目 目標値 考え方 
２０２６年度中に福祉施設から一般就労へ移
行する人数 

７４人 ２０２１年度実績（５８人）の１．２８
倍 

２０２６年度中に就労移行支援事業から一般
就労へ移行する人数 

５４人 ２０２１年度実績（４３人）の１．２５
倍 

２０２６年度における就労移行支援事業のうち，
就労移行支援事業利用終了者で一般就労に
移行した者の割合が５割以上の事業所の割合 

５割 
（４事業所） 

参考値：２０２３年度の就労移行支
援事業所数（８事業所） 

２０２６年度中に就労継続支援Ａ型事業から
一般就労へ移行する人数 

１２人 ２０２１年度実績（９人）の１．３倍 

２０２６年度中に就労継続支援Ｂ型事業から
一般就労へ移行する人数 

８人 ２０２１年度実績（６人）の１．３倍 

２０２６年度中の就労定着支援事業の利用者数 ６７人 ２０２１年度実績（４９人）の１．３７倍 
２０２６年度における就労定着支援事業所のう
ち，就労定着率が７割以上の事業所の割合 

２５％ 参考値：２０２２年度末の就労定着
率が７割以上の事業所割合は１３％ 

《関連する活動指標》 

 (2) 日中活動系サービス  

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱３－施策１－取組１ 「一般就労及び職場定着の促進」 

 柱３－施策１－取組２ 「工賃向上の取組強化」  
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(5) 障害児支援の提供体制の整備等《障害児福祉計画》 

《国の基本指針》 

 児童発達支援センターの設置：２０２６年度末までに各市町村または各圏域に１か所以上設置 

 障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進体制を構築：２０２６年度末まで

に推進体制を構築 

 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等の設置：２０２６年度末までに各市町

村または圏域に１か所以上設置 

 医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置： 

２０２６年度末までに整備 

 【県】難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保，及び新生児聴覚検査から療育に

つなげる連携体制の構築：２０２６年度末までにそれぞれの体制を構築 

 【県】医療的ケア児等支援センターを設置し，医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディ

ネーターを配置：２０２６年度末までに整備 

 【県】医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置： 

２０２６年度末までに整備 

 【県】障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場の設置：２０２６年度末までに設置 

《市の目標値》 

国の基本指針に挙げられている児童発達支援センター等については，本市において既に設置・確

保等の対応済です。引き続き，各事業を活用し充実した支援を目指します。 

項目 目標値 考え方 
児童発達支援センターの設置 有 ２０１３年度に設置済 
障害児の地域社会への参加・包容（インクルージ
ョン）を推進する体制の構築 

有 柏市自立支援協議会を推進体制
とする 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援
事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

有 市内に８か所確保済 

医療的ケア児等支援のための関係機関の協議
の場の設置及びコーディネーターの配置 

有 協議の場は２０１３年度，コーディネ
ーターは２０１８年度に設置済 

《関連する活動指標》 

 (5) 障害児福祉サービス《障害児福祉計画》  

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱４－施策１－取組１ 「障害の早期発見から健やかな成長のための療育支援の充実」 

 柱４－施策１－取組２ 「こども園・幼稚園・保育園等，地域で適切な支援が受けられる体制の

強化」 

 柱４－施策２－取組２ 「放課後や休日における居場所の充実」 

 柱４－施策３－取組２ 「支援機関間の連携強化による途切れない支援」 
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(6) 相談支援体制の充実・強化等 

《国の基本指針》 

 各市町村において，基幹相談支援センターを設置：２０２６年度末までに設置 

 基幹相談支援センターが地域の相談支援体制強化を図る体制を確保：２０２６年度末までに

体制を確保 

 協議会において個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組及び

取組を行うための体制を確保：２０２６年度末までに体制を確保 

《市の目標値》 

本市においては，地域における相談支援体制の強化を図るため，中核機関である基幹相談支援

センターの機能強化に取り組みます。また，柏市自立支援協議会相談支援部会における情報交換や

個別事例の検討を通じ，地域の課題を抽出し，それらの課題について柏市自立支援協議会で協議

や共有を行うことで，地域課題の解決を図ります。 

項目 目標値 考え方 
基幹相談支援センターの設置 有 ２０１４年度に設置済 
基幹相談支援センターが地域の相談支援
体制の強化を図る体制の確保 

活動指標で設定 １１８ページを参照 

協議会において個別事例の検討を通じた
地域サービス基盤の開発・改善等を行う取
組及び取組を行うための体制の確保 

活動指標で設定 １１８ページを参照 

《関連する活動指標》 

 (８) 相談支援体制の充実・強化のための取組  

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱１－施策１－取組１ 「相談支援・ケアマネジメント体制の充実」 

 柱１－施策１－取組２ 「多分野の協働による相談支援の充実」 
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(7) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

《国の基本指針》 

 各都道府県及び各市町村において，障害福祉サービス等の質を向上させるための以下の取

組を実施する体制を構築：２０２６年度末までに体制を構築 

- 障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

- 【県】計画的な人材養成の推進 

- 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

- 指導監査結果の関係市町村との共有 

《市の目標値》 

本市においては，虐待防止・権利擁護・障害支援区分認定調査員等，県が主催する幅広いテーマ

の研修に参加しています。障害者自立支援審査支払等システムを適時確認し，請求の過誤が多くみ

られた場合は集団指導の場で説明しており，必要とされる体制を確保しています。また，事業者を対

象とした指導監査を通じて，課題が見つかれば必要に応じ県と情報共有を行っているほか，県・関係

市との連絡会議を開催しさまざまな課題について情報共有を図ります。 

項目 目標値 考え方 
障害福祉サービス等の質を向上させるた
めの取組に関する事項を実施する体制
の構築 

活動指標で設定 １１９ページを参照 

《関連する活動指標》 

 (９) 障害福祉サービスの質を向上させるための取組  

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 

 柱４－施策２－取組２ 「放課後や休日における居場所の充実」 
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3. 活動指標（障害福祉サービスの見込み） 

障害福祉サービスの種類ごとに，必要となるサービスの見込量を定め，その確保に向けた方策に

取り組んでいきます。見込量については，２０１５年度から２０２２年度におけるサービスの利用実績及

び傾向を踏まえ算出しています。 

(1) 訪問系サービス 

訪問系サービスは全体に増加傾向にあり，今後も必要なサービス量は増加すると予測し，見込量

を設定します。障害者が安心して地域生活を継続し，社会参加できるよう，引き続きこれらサービスを

提供する事業者の確保に努めます。 

項目 事業概要 

居宅介護 自宅で，入浴，排泄，食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由，知的障害，精神障害があり，常に介護を必要と
する人に，自宅で，入浴，排泄，食事の介護，外出時における移動支
援などを総合的に行います。 

同行援護 
視覚障害者（児）が移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む），
移動の援護等の外出支援を行います。 

行動援護 
知的，精神障害者で自己判断能力が制限されている人が行動する
ときに，危険を回避するために必要な支援，外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
常時介護が必要な重度障害者に対し，ヘルパーや施設通所等の包
括的な提供を行います。 

 

サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

居宅介護 
人／月 ４７９ ５１９ ５４０ ５６１ ５８４ 

時間／月 １１,９６４ １２,５０８ １２,９５４ １３,４７２ １４,０１１ 

重度訪問介護 
人／月 ２８ ３６ ４０ ４５ ５１ 

時間／月 ９,６３３ １２,８４０ １３,５８８ １５,２１８ １７,０４５ 

同行援護 
人／月 ７１ ７８ ７６ ７６ ７６ 

時間／月 １,３６６ １,６２９ １,４９９ １,５１８ １,５３７ 

行動援護 
人／月 １６ １８ ２２ ２８ ３４ 

時間／月 １９６ ２９２ ３１２ ３８７ ４８０ 

重度障害者等包括支援 
人／月 ０ ０ ０ ０ ０ 

時間／月 ０ ０ ０ ０ ０ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 
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(2) 日中活動系サービス 

日中活動系サービスは，生活介護，就労に関する支援，短期入所（福祉型）へのニーズが引き続き

増加すると予想し，見込量を設定します。広域的な連携による提供事業所の拡充も含め，必要となる

サービス量の確保に努めます。また，今期計画から新たな活動指標として追加となった重度障害者に

対する生活介護と短期入所について，特に注視しつつ必要なサービス提供体制を整えます。 

 

項目 事業概要 

生活介護 
常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排泄，食事の介護等を行うと
ともに，創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

重度障害者の生活介護 
強度行動障害，高次脳機能障害，医療的ケアが必要な人など重度障
害者に必要な生活介護を行います。 

自立訓練（機能訓練） 
理学療法，作業療法等必要なリハビリテーション，生活等に関する相
談及び助言，その他の必要な支援を行います。 

自立訓練（生活訓練） 
入浴，排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要
な訓練，生活等に関する相談及び助言，その他の必要な支援を行い
ます。 

就労選択支援 
障害者本人の能力や希望，配慮事項を事前に把握し，一人一人のニ
ーズに応じて就労先を選択できるよう支援を行います。 

就労移行支援 
一般就労を希望する障害者を対象に，一定期間，就労に必要な知識
及び能力向上のために必要な訓練，求職活動に関する支援，就職後
の職場への定着のために必要な相談等の支援を行います。 

就労継続支援 
（Ａ〔雇用〕型） 

Ａ〔雇用〕型は，雇用契約に基づき，生産活動，就労に必要な知識及
び能力向上のために必要な訓練，その他の必要な支援を行います。 

就労継続支援 
（Ｂ〔非雇用〕型） 

Ｂ〔非雇用〕型は，一般企業等での就労が困難な障害者を対象に，生
産活動，就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練，その
他の必要な支援を行います。 

就労定着支援 
就労移行支援等を利用して一般就労した障害者の就労の継続を図
るため，相談を通じて生活面・社会面の課題を把握し，企業や関係機
関等との連絡調整や必要な支援を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする障害者を対象に，医療機関で機能訓
練，療養上の管理，看護，介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所 
（ショートステイ） 
（福祉型・医療型） 

自宅で介護する人の病気などにより，障害者支援施設などに短期間
入所することが必要な障害者を対象に，障害者支援施設や療養介護
事業所などへ短期間入所し，入浴，排泄または食事の介護等を提供
します。 

重度障害者の短期入所 
（福祉型） 

強度行動障害，高次脳機能障害，医療的ケアが必要な人など重度障
害者に必要な短期入所の支援を行います。 
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サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

生活介護 
人／月 ６４５ ６８２ ６９６ ７１０ ７２４ 

人日／月 １２,７４１ １４,００７ １３,２１７ １３,４８２ １３,７５１ 

重度障害者の生活介護 
人／月   ２７８ ２８４ ２８９ 

人日／月   ５,２８７ ５,３９３ ５,５００ 

自立訓練（機能訓練） 
人／月 ０ １ １ １ １ 

人日／月 ０ ４ ９ ９ １０ 

自立訓練（生活訓練） 
人／月 １６ ２９ １７ １６ １６ 

人日／月 ３２７ ５５５ ２９４ ２９０ ２８６ 

就労選択支援 人／月 ― ― ６ ７ ７ 

就労移行支援 
人／月 １３６ １３８ １４２ １４６ １５１ 

人日／月 ２,４９８ ２,４６０ ２,４１６ ２,４８９ ２,５６４ 

就労継続支援 

（Ａ〔雇用〕型） 

人／月 １７８ ２０４ ２３１ ２６０ ２９４ 

人日／月 ３,６１０ ３,７９２ ４,１４９ ４,６８９ ５,２９８ 

就労継続支援 

（Ｂ〔非雇用〕型） 

人／月 ５１８ ５６３ ５９１ ６２１ ６５２ 

人日／月 ８,７１８ ９,８２４ ９,４５８ ９,９３１ １０,４２８ 

就労定着支援 
人／月 ４９ ５８ ６１ ６４ ６７ 

人日／月 ４９ ５８ ６１ ６４ ６７ 

療養介護 人／月 ２９ ３１ ２８ ２８ ２８ 

短期入所（福祉型） 
人／月 ９１ １４８ １５４ １６０ １６６ 

人日／月 ５３７ ５２５ ７７０ ８００ ８３２ 

重度障害者の短期入所

（福祉型） 

人／月   １０ １１ １１ 

人日／月   ５２ ５４ ５６ 

短期入所（医療型） 
人／月 ３ ２ ３ ３ ３ 

人日／月 ２０ １６ １４ １４ １５ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 

 柱３－施策１－取組１ 「一般就労及び職場定着の促進」 

 柱３－施策１－取組２ 「工賃向上の取組強化」 
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(3) 居住系サービス 

居住系サービスは，地域生活移行の推進や介助を行う保護者の高齢化などにより，共同生活援

助（グループホーム）へのニーズがさらに高まると予想し，見込量を設定します。また，今期計画から

新たな指標として追加になった重度障害者に対する共同生活援助（グループホーム）について，施設

の整備や支援者育成の支援等により，必要量の確保に努めます。 

項目 事業概要 

自立生活援助 
定期的に利用者の居宅を訪問し，障害者の理解力，生活力等
を補う観点から，適時に適切な支援を行います。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

共同生活を行う住居で，主に夜間や休日，相談や日常生活上
の援助を行います。 

重度障害者の共同生活援助 
（グループホーム） 

強度行動障害，高次脳機能障害，医療的ケアが必要な人など
重度障害者に必要な共同生活援助の支援を行います。 

施設入所支援 
施設に入所している障害者に，夜間や休日，入浴，排泄，食事
の介護等を行います。 

地域生活支援拠点等 
地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた検証及び検討を
行います。 

 

サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

自立生活援助 人／月 ０ ４ １ １ １ 

共同生活援助（グループ

ホーム） 
人／月 ４０３ ４８８ ５６６ ６５７ ７６２ 

重度障害者の共同生活

援助（グループホーム） 
人／月   １１３ １３１ １５２ 

施設入所支援 人／月 １８６ １８６ １８８ １８８ １８８ 

地域生活支援拠点等の

機能の充実に向けた検

証及び検討回数 

回 ２ ２ １ １ １ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱２－施策１－取組１ 「地域生活を支える場の充実」 

 柱２－施策１－取組２ 「高齢障害・重度障害等にも対応できる環境の整備」 
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(4) 相談支援関連 

相談支援関連については，障害者手帳や福祉サービス受給者証所持者数の増加を踏まえ，サー

ビス利用時に必要となる計画相談支援へのニーズが高まると予想し，見込量を設定します。事業所

間の連携及び相談支援従事者の人材育成を通じて，適切なサービス提供体制の確保に努めます。 

項目 事業概要 

計画相談支援 
障害福祉サービスまたは地域相談支援利用者のサービス等利
用計画を作成し，ケアマネジメントを行います。 

地域移行支援 
障害者支援施設入所者や病院に入院している精神障害者に
対し，地域生活に移行するための相談や支援を行います。 

地域定着支援 
施設や病院から地域移行した障害者，単身や家族の状況等に
より支援が必要な障害者に対し，常時の連絡体制を確保し，緊
急時の対応を行います。 

 

サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 
年度 

２０２２ 
年度 

２０２４ 
年度 

２０２５ 
年度 

２０２６ 
年度 

計画相談支援 人／月 ６５７ ６１３ ６７４ ７４２ ８１６ 
地域移行支援 人／月 ３ １ ２ ２ ２ 
地域定着支援 人／月 １ １ １ １ １ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱１－施策１－取組１ 「相談支援・ケアマネジメント体制の充実」 

 柱１－施策１－取組２ 「多分野の協働による相談支援の充実」 

 柱２－施策１－取組１ 「地域生活を支える場の充実」 
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(5) 障害児福祉サービス《障害児福祉計画》 

障害児福祉サービスは障害者に対するサービスと比べ，福祉サービス受給者証所持者数の増加

率が高く，支援ニーズの高まりがみられることや，これまでの利用実績の伸びを踏まえ，特に児童発

達支援及び放課後等デイサービス，保育所等訪問支援へのニーズがさらに高まると予想し，見込量

を設定します。これらサービスの提供においては，関係部署や関連支援機関との連携を通じて，適切

なタイミングで適切な支援が提供できる体制の確保に努めます。 

項目 事業概要 

障害児 
通所支援 

児童発達支援 
療育の必要な未就学児童を対象に，日常生活における基
本的な動作の指導，集団生活への適応訓練，その他必要
な支援を行います。 

放課後等デイサービ
ス 

小・中・高校生の障害児に対して，放課後や休日，夏休み
等の長期休暇中において，生活能力向上のための訓練等
を継続的に行います。 

保育所等訪問支援 
障害児施設で指導経験のあるスタッフが，保育所等を定
期的に訪問し，障害児や保育所等の職員に対し，障害児
が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達
支援 

重度の障害の状態にある障害児の居宅を訪問し，日常生
活における基本的な動作の指導，知識技能の付与等の支
援を行います。 

障害児 
相談支援 

障害児相談支援 
障害児通所支援を利用する児童を対象に，障害児支援利
用計画を作成し，ケアマネジメントを行います。 

医療的ケア児等に対
する関連分野の支援
を調整するコーディネ
ーターの配置 

関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成さ
れた相談支援専門員等の配置を行います。 
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サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

児童発達支援 
人／月 ５３４ ６２４ ７３６ ８６９ １,０２５ 

人日／月 ５,１０２ ５,６９９ ６,６２７ ７,８２０ ９,２２７ 

放課後等デイサービス 
人／月 ８３７ ９４０ １,０３４ １,１３７ １,２５１ 

人日／月 ９,９４２ １１,３８１ １２,４０８ １３,６４９ １５,０１４ 

保育所等訪問支援 
人／月 ５４ ７４ ８６ １００ １１６ 

人日／月 ７６ １０９ ８６ １００ １１６ 

居宅訪問型児童発達支

援 

人／月 ０ ０ ０ ０ ０ 

人日／月 ０ ０ ０ ０ ０ 

障害児相談支援 人／月 ２２２ １７６ １８８ ２０２ ２１６ 

医療的ケア児等コーディ

ネーターの配置人数 
人／月 ７ ８ ５ ５ ５ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱４－施策１－取組１ 「障害の早期発見から健やかな成長のための療育支援の充実」 

 柱４－施策１－取組２ 「こども園・幼稚園・保育園等，地域で適切な支援が受けられる体制の

強化」 

 柱４－施策２－取組２ 「放課後や休日における居場所の充実」 

 柱４－施策３－取組２ 「支援機関間の連携強化による途切れない支援」 
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(6) 発達障害者等に対する支援 

本市では，発達障害児者に対象を絞ったペアレントプログラム等は実施しておりませんが，県及び

市内の団体や子育て支援の分野で実施しているペアレントプログラムやペアレントメンター養成研修

等を積極的に紹介し，受講者数の増加に努めます。ピアサポート活動についても本市では実施してい

ませんが，県のピアサポート養成講座修了者の紹介等に取り組みます。 

項目 事業概要 

ペアレントトレーニング・ペアレン
トプログラム等の支援プログラム
等の受講者数（保護者）及び実
施者数（支援者） 

現状のペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援
プログラム等の実施状況及び市町村等における発達障害者
等の数を勘案し，プログラムの受講者数（保護者）及びプログ
ラムの実施者数（支援者）の見込みを設定します。 

ペアレントメンターの人数 
現状のペアレントメンター養成研修等の実施状況及び市町村
等における発達障害者等の数を勘案し，ペアレントメンターの
人数の見込みを設定します。 

ピアサポートの活動への参加人
数 

現状のピアサポートの活動状況及び市町村等における発達障
害者等の数を勘案し，数の見込みを設定します。 

 

サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 
年度 

２０２２ 
年度 

２０２４ 
年度 

２０２５ 
年度 

２０２６ 
年度 

支援プログラム等の受講
者数（保護者） 

人 0 0 ０ ０ ０ 

支援プログラム等の実施
者数（支援者） 

人 ０ ０ ０ ０ ０ 

ペアレントメンターの人数 人 ０ ０ ０ ０ ０ 
ピアサポートの活動への
参加人数 

人 ０ ０ ０ ０ ０ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱４－施策１－取組１ 「障害の早期発見から健やかな成長のための療育支援の充実」 
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(7) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

本市では，「柏市精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進会議」として，関係者の

協議の場を定期的に開催しています。協議の場の開催回数及び参加者数については，第６期の実績

を踏まえ設定します。精神障害者の各種サービスについては，利用者数の見込みを勘案し見込量を

設定します。 

項目 事業概要 

保健，医療及び
福祉関係者によ
る協議の場 

開催回数 
市町村ごとに保健，医療，福祉の関係者による協議の場を設置
し，協議の場の１年間の開催回数の見込みを設定します。 

参加者数 

同協議の場を通じて重層的な連携による支援体制を構築する
ために必要となる，保健，医療，福祉，介護，当事者及び家族等
の関係者ごと（医療にあっては，精神科及び精神科以外の医療
機関別）の参加者数の見込みを設定します。 

目標設定 
及び評価の
実施回数 

同協議の場を通じて重層的な連携による支援体制を構築する
ため必要となる，協議の場における目標設定及び評価の実施
回数の見込みを設定します。 

精神障害者の地域移行支援・
地域定着支援・共同生活援助・
自立生活援助・自立訓練（生活
訓練） 

現に各サービスを利用している精神障害者の人数や精神障害
者等のニーズ，入院中の精神障害者のうち各サービスの利用
が見込まれる人の人数等を勘案し，利用者数の見込みを設定
します。 

 

サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

保健，医療

及び福祉関

係者による

協議の場 

開催回数 回 １２ １４ １３ １３ １３ 

参加者数 人 １９０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ 

目標設定及び 

評価の実施回数 
回 １ １ １ １ １ 

精神障害者の地域移行支援 人／月 ３ １ ２ ２ ２ 

精神障害者の地域定着支援 人／月 １ １ １ １ １ 

精神障害者の共同生活援助 人／月 １５７ １８６ ２２６ ２６３ ３０５ 

精神障害者の自立生活援助 人／月 ０ １ １ １ １ 

精神障害者の自立訓練 

（生活訓練） 
人／月 

  
１２ １２ １１ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱２－施策１－取組１ 「地域生活を支える場の充実」 

 柱２－施策１－取組２ 「高齢障害・重度障害等にも対応できる環境の整備」 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 
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(8) 相談支援体制の充実・強化のための取組 

本市において，基幹相談支援センターは設置済みです。基幹相談支援センターによる地域の相談

支援体制の強化，及び協議会における個別事例の検討に関しては，これまでの実績や取組を踏まえ，

各サービスや取組の見込量を設定します。 

項目 事業概要 

基幹相談支援センターの設置 基幹相談支援センターの設置有無の見込みを設定します。 

基幹相談支援センターによる 
地域の相談支援体制の強化 

基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する
訪問等による専門的な指導・助言件数，地域の相談支援事業
所の人材育成の支援件数，地域の相談機関との連携強化の
取組の実施回数，個別事例の支援内容の検証の実施回数の
見込みを設定します。また，基幹相談支援センターにおける主
任相談支援専門員の配置数の見込みを設定します。 

協議会における個別事例の検
討を通じた地域のサービス基盤
の開発・改善 

協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施
回数（頻度）及び参加事業者・機関数，協議会の専門部会の
設置数及び実施回数（頻度）の見込みを設定します。 

 
サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

基幹相談支援センターの設置 有無 有 有 有 有 有 

基幹相談

支援セン

ターによ

る地域の

相談支援

体制の強

化 

地域の相談支援事業所に

対する訪問等による専門

的な指導・助言件数 

件 １２４ ５２ ６０ ６５ ７０ 

地域の相談支援事業所の

人材育成の支援件数 
件 １０ ９ １０ １０ １０ 

地域の相談機関との連携

強化の取組の実施回数 
回 １９ １５ ８ ８ ８ 

個別事例の支援内容の検

証の実施回数 
回   ２０ ２０ ２０ 

基幹相談支援センターに

おける主任相談支援専門

員の配置数 

人   ４ ４ ４ 

協議会における相談支援事業所の参

画による事例検討実施回数及び参加

事業者・機関数 

回   ６ ６ ６ 

人・ 

箇所 
  ２１０ ２１０ ２１０ 

協議会の専門部会の設置数及び実施

回数 

個   ４ ４ ４ 

回   １２ １２ １２ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱１－施策１－取組１ 「相談支援・ケアマネジメント体制の充実」 
 柱１－施策１－取組２ 「多分野の協働による相談支援の充実」 
 柱２－施策１－取組１ 「地域生活を支える場の充実」 
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(9) 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

障害福祉サービスの質を向上させるための取組として，引き続き，県主催の研修に積極的に参加

します。障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果については，適宜集団指導の場を設け

るなど共有の体制を確保しており，今後も同様の取組を継続します。指導監査結果に関しては，県及

び関係市と連絡会議を開催し，必要に応じ課題等について情報共有を行っています。 

項目 事業概要 

障害福祉サービス等に係る各種
研修の活用 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修やその他
の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定します。 

障害者自立支援審査支払等シ
ステムによる審査結果の共有 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分
析してその結果を活用し，事業所や関係自治体等と共有する
体制の有無及びその実施回数の見込みを設定します。 

指導監査結果の関係市町村と
の共有 

都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指
定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施
とその結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有
回数の見込みを設定します。 

 

サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

都道府県が実施する研修

への参加人数 
人 １１ １２ １５ １５ １５ 

障害者自立支援審査支払

等システムによる審査結果

の共有体制及び実施回数 

有無 有 有 有 有 有 

回 １ １ １ １ １ 

指導監査結果の関係市町

村との共有体制及び共有

回数 

有無 有 有 有 有 有 

回 ０ ０ 
必要に

応じ実施 

必要に

応じ実施 

必要に 

応じ実施 

《関連する障害者基本計画の事業》 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 

 柱４－施策２－取組２ 「放課後や休日における居場所の充実」 
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4. 地域生活支援事業の見込み 

地域生活支援事業とは，障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常

生活または社会生活を営むことができるよう，地域の特性や利用者の状況に応じ，柔軟な事業形態

により計画的に実施する事業です。 

見込量については，２０１５年度から２０２２年度におけるサービスの利用実績及び傾向を踏まえ算

出しています。 

(1) 必須事業 

項目 事業概要 

理解促進研修・啓発事業 市民に対して，障害者等に対する理解を深めるため，講座開催，事
業所訪問，イベント開催，広報活動などの研修・啓発事業を行いま
す。 

自発的活動支援事業 障害者等やその家族，市民等が自発的に行う活動（災害対策，孤
立防止活動支援，社会活動支援，ボランティア活動支援）に対して
支援を行います。 

相談支援事業 障害児者やその家族などからの相談に適切に対応するために，地
域生活支援拠点も含めた民間事業者の専門性を活用しながら，
地域で身近な相談窓口を確保します（地域生活支援拠点では任
意事業の「地域移行の安心生活支援」のコーディネート事業を活
用して２４時間の相談受付・コーディネートを実施します）。専門的
な相談への対応や市内の相談支援体制の質の向上を図るため，
体制づくりの中心となる複数の地域生活支援拠点及び基幹相談
支援センターで，柏市自立支援協議会を活用した相談支援従事
者に対する研修を実施し，ネットワークの構築に努めます。また，障
害者が安心して地域での生活を送れるよう，住宅入居の支援や後
見制度の利用支援など，権利擁護を行うとともに，専門的な療育
指導が受けられる体制を整備します。 

成年後見制度利用支援事業 障害などにより生活上の判断が困難な人で，身寄りがないなど，
親族などによる後見等開始の審判の申立てができない人につい
て，市長が代わって申立てを行います。 また，成年後見制度を利用
するにあたって費用を負担することが困難な人に対して，審判の申
立てに係る費用及び後見人等への報酬の助成を行います。 

成年後見制度法人後見支援
事業 

成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法
人を確保できる体制を整備するとともに，市民後見人の活用も含
めた法人後見の活動を支援することで，障害者の権利擁護を図る
ことを目的とします。 

意思疎通支援事業 聴覚，言語機能，音声機能，視覚その他の障害のため，意思の疎
通を図ることに支障がある障害者に，手話通訳者や要約筆記者の
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項目 事業概要 

派遣等を行い，意思疎通の円滑化を図ります。 

日常生活用具給付等事業 障害者に対して，自立生活支援用具等の日常生活用具を給付す
ることなどにより，生活の便宜を図り，その福祉の増進を図ります。 

 介護・訓練支援用具：身体介護を支援する用具や訓練用具 
〔例〕特殊寝台，特殊マット，訓練用ベッド 

 自立生活支援用具：入浴，調理，移動など生活の自立を支援す
る用具 
〔例〕入浴補助用具，移動支援用具， 

聴覚障害者用屋内信号装置 

 在宅療養等支援用具：在宅療養等を支援する用具 
〔例〕電気式痰吸引器，盲人用体温計 

 情報・意思疎通支援用具：情報収集，情報伝達や意思疎通等を
支援する用具 
〔例〕ファックス，人工喉頭，点字器 

 排泄管理支援用具：排泄管理を支援する衛生用具 
〔例〕ストマ用装具，紙おむつ 

 住宅改修費：居宅での円滑な生活動作等を図るための小規模
な住宅改修 
〔例〕手すり設置 

手話奉仕員養成研修事業 手話奉仕員を養成するための研修事業を実施します。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者に対して，外出のための支援を行う
ことにより，地域における自立生活と社会参加を促進します。 

地域活動支援センター機能
強化事業 

障害者などが通い，創作的活動や生産活動，社会との交流を進め
るなど，多様な活動を行う場を設けます。 

専門性の高い意思疎通支援
事業 

福祉に関する知識や基本的な技術を身につけた要約筆記者を養
成します。また，広域的な派遣や市で実施が困難な派遣等を可能
にするため，関係機関と連携を図り，手話通訳者や要約筆記者等
の派遣を行います。さらに，盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修
及び盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を，千葉県，千葉市，船橋
市と共同事業で行います。 
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サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 有無 有 有 有 有 有 

障害者相談支援事業 有無 有 有 有 有 有 

相談支援機能強化事業 有無 有 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 有無 有 有 有 有 有 

障害児等療育支援事業 有無 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 人／年 ２２ ２６ ３０ ３２ ３４ 

成年後見制度法人後見支援

事業 
有無 有 有 有 有 有 

手話通訳者設置事業 
通訳者数 ３ ３ ３ ３ ３ 

相談件数／年 １,８２１ ３,９６２ ２,５７６ ２,５６４ ２,５５１ 

手話通訳者派遣事業 
通訳者数 １８ １８ １８ １８ １８ 

派遣件数／年 ５１８ ５２０ ５４７ ５５７ ５６６ 

要約筆記者派遣事業 
筆記者数 １８ １７ １８ １８ １８ 

派遣件数／年 ５０ ８５ ６０ ６２ ６５ 

介護・訓練支援用具 件／年 １３ １６ ２２ ２２ ２２ 

自立生活支援用具 件／年 ３４ ２０ ４４ ４４ ４４ 

在宅療養等支援用具 件／年 ３８ ５６ ４６ ４６ ４６ 

情報・意思疎通支援用具 件／年 ２８ ４３ ４４ ４４ ４４ 

排泄管理支援用具 件／年 ７６２ ７８１ ７８９ ７９７ ８０５ 

住宅改修費 件／年 １２ ６ ９ ９ ９ 

手話奉仕員養成研修事業 講習修了者 ２６ ３２ ２３ ２４ ２５ 

移動支援事業 
人／月 ３０４ ３２３ ３２６ ３２９ ３３３ 

時間／月 ４,１８５ ５,１７１ ２,９３６ ２,９６５ ２,９９５ 

地域活動支援センター機能

強化事業（市内） 

実施か所 ５ ４ ６ ６ ６ 

人／月 １９１ １７８ １８８ １８８ １８８ 

地域活動支援センター機能

強化事業（市外） 

実施か所 ３ ２ ４ ４ ４ 

人／月 １０ ６ １１ １１ １１ 

要約筆記者養成研修事業 講習修了者 ― ４ ５ ― ５ 

盲ろう者向け通訳・介助員養

成研修事業 
講習修了者 ０ ０ １ １ １ 

手話通訳者派遣事業 

（広域派遣） 
人／年 ０ １ １ １ １ 

要約筆記者派遣事業 

（広域派遣） 
人／年 ０ ０ １ １ １ 

盲ろう者向け通訳・介助員派

遣事業 
人／年 ２ ２ ２ ２ ２ 
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《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱１－施策１－取組１ 「相談支援・ケアマネジメント体制の充実」 

 柱１－施策１－取組２ 「多分野の協働による相談支援の充実」 

 柱１－施策２－取組１ 「成年後見制度の利用促進」 

 柱１－施策３－取組２ 「意思疎通支援の充実」 

 柱２－施策１－取組２ 「高齢障害・重度障害等にも対応できる環境の整備」 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 

 柱３－施策２－取組２ 「交流・居場所づくりの促進」 

 柱３－施策３－取組１ 「共生意識の醸成」 

 柱３－施策３－取組２ 「協働による福祉活動の促進」 

 柱４－施策１－取組１ 「障害の早期発見から健やかな成長のための療育支援の充実」 
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(2) その他の事業 

項目 事業概要 

日中一時支援事業 宿泊を伴わない日中の一時的な見守りの場や活動の場を提供
し，在宅で介護をしている家族の就労や一時的な休息を支援しま
す。 

訪問入浴サービス事業 重度の身体障害者に対して，訪問により浴槽を提供して入浴の
介助を行い，身体の清潔の保持，心身機能の維持等を図ります。 

点字・声の広報等発行事業 視覚障害者向けに「点字・声の広報」の発行を行います。 

奉仕員養成・研修事業 点訳奉仕員，朗読奉仕員の養成・研修事業を行います。 

障害者グループホーム入居者
家賃助成事業 

グループホームなどに入居する障害者のうち，市民税が非課税の
人に対して家賃を助成します。 

 

サービス見込量 第６期実績 第７期見込 

サービス種別 単位 
２０２１ 

年度 

２０２２ 

年度 

２０２４ 

年度 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

日中一時支援事業 
人／月 １６０ １９０ ２２５ ２２８ ２３１ 

人日／月 ７６９ ９５１ 1,103 1,119 1,135 

訪問入浴サービス事業 
人／月 23 ３２ ３０ ３０ ３１ 

人日／月 １４７ ２４２ １８６ １８５ １８４ 

点字広報発行事業 発行部／月 ２２ ２０ ２０ ２０ ２０ 

声の広報発行事業 発行部／月 ７４ ７４ ７５ ７５ ７５ 

点訳奉仕員養成・研修事業 人／年 １６ ４ １３ １３ １３ 

朗読奉仕員養成・研修事業 人／年 ２１ ― １８ ― ― 

入居者家賃助成事業 人／年 ２９９ ３６６ ４０３ ４４３ ４８７ 

《関連する障害者基本計画の取組》 

 柱１－施策３－取組１ 「情報の提供と利活用の充実」 

 柱２－施策１－取組２ 「高齢障害・重度障害等にも対応できる環境の整備」 

 柱２－施策２－取組１ 「在宅生活を支援するサービスの充実」 

 柱２－施策２－取組２ 「日中活動や医療等のサービスの充実」 
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1. 計画策定の流れ 

（1） 策定経過 

計画の策定にあたっては，障害者本人や家族，障害福祉関係団体，委託支援事業所等からのアン

ケートやヒアリング，パブリックコメントなどにより収集した意見を踏まえ，障害福祉を巡る現状や今後

の方向性などについて検討し，計画素案を作成の上，柏市自立支援協議会及び柏市健康福祉審議

会障害者健康福祉専門分科会において，専門的見地から審議を行い，計画策定を進めました。 

 

  柏市健康福祉審議会 柏市自立支援協議会 その他 

２
０
２
２
年
度 

４月    

５月   
策定支援業務委託に係る
公募型プロポーザル選定委
員会 

６月  運営会議①２２日  
７月 分科会①２１日 全体会①７日  
８月   障害者向け・市民向けアン

ケート調査(8/10～9/16) 
９月   

委託相談支援事業所ヒアリ
ング(9/27，9/30) 
障害福祉関係団体ヒアリン
グ(９/2８～９/３０，11/9) 
障害児向けアンケート調査
（追加）（11/8～11/22） 

10 月  運営会議②1９日 

11 月 分科会②１７日 全体会②２日 

12 月    
１月  運営会議③１９日  
２月 分科会③１６日 全体会③１日  
３月    

２
０
２
３
年
度 

４月    
５月 分科会①2５日 運営会議①（計画策定会議）1６日  
６月    
７月  運営会議②６日，全体会①2０日  
８月 分科会②３日   
９月  運営会議③（計画策定会議）２２日  
10 月 分科会③５日 運営会議④１９日  
11 月 分科会④1６日 全体会②２日 パブリックコメント 

（11/27～12/26） 12 月   
１月  運営会議⑤１８日  
２月 分科会⑤１５日 全体会③１日  
３月    
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（2） 柏市健康福祉審議会障害者健康福祉専門分科会 

① 委員名簿 

氏名（敬称略） 所属 備考 
松浦 俊弥 淑徳大学 会長 

小柴 明人 千葉県立柏特別支援学校 副会長 

松永 光代 社会福祉法人緑の会  

秋谷 正 社会福祉法人柏市社会福祉協議会  

大村 美保 筑波大学  

中村 佳弘 柏市薬剤師会 任期：２０２３年７月２８日まで 

大塚 昌孝 柏市薬剤師会 任期：２０２３年１０月２６日から 

高橋 厚 柏市医師会 任期：２０２３年７月１９日まで 

中島 啓介 柏市医師会 任期：202３年７月２０日から 

豊田 泉 柏市心身障害者福祉連絡協議会  

渡部 利一 柏市視覚障害者協会  

② 審議経過 
 日程・場所（方法） 議事 

第１回 202３年５月２５日（木） 

柏市教育福祉会館１階 

障害者活動センター 

●諮問 

●次期ノーマライゼーションかしわプラン骨子案について 

第２回 202３年８月３日（木） 

柏市教育福祉会館１階 

障害者活動センター 

●ノーマライゼーションかしわプラン２０２１令和４年度実績報告

について 

●次期ノーマライゼーションかしわプラン総論及び重点施策案

について 

第３回 202３年１０月５日（木） 

柏市教育福祉会館２階 

福祉会議室 

●次期ノーマライゼーションかしわプラン各論（柱１，柱３）案に

ついて 

第４回 202３年１１月１６日（木） 

柏市教育福祉会館１階 

障害者活動センター 

●ノーマライゼーションかしわプラン２０２４パブリックコメント素案

について 

第５回 202４年２月１５日（木） 

柏市教育福祉会館１階 

障害者活動センター 

●ノーマライゼーションかしわプラン２０２４案について 

●答申 

※いずれの回もウェブ形式併用による開催 
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2. 計画策定のための基礎調査等 

(1) アンケート調査 

① 障害者向けアンケート 

障害者の日常生活の実態や障害福祉に対するニーズなどを把握することを目的として，アンケ

ート調査を実施しました。 

年齢区分 対象者 人数 

１８歳以上 身体障害者手帳所持者から無作為抽出 1,400 

療育手帳所持者から無作為抽出 ２５０ 

精神障害者保健福祉手帳＋受給者証（精神通院）から無作

為抽出 

９５０ 

特定疾病療養者見舞金受給者から無作為抽出 ４００ 

１８歳未満 各手帳＋受給者証（福祉サービス）所持者から無作為抽出 500 

合計 ３,５００ 

・回収結果： 

配布数 ３,４４６票（対象３,５００票－郵便不着５４票） 

回収数 １,５８３票（白票１２票含む），回答方法内訳：紙１,２８１票，インターネット３０２票 

回収率 ４５.９％（有効回答率４５.６％） 

 

②  市民向けアンケート 

一般市民の障害福祉に関する意識や関心，障害者との交流機会などの把握することを目的と

して，アンケート調査を実施しました。 

配布数 ９９１票（対象１,０００票－郵便不着９票） 

回収数 ３８９票（白票５票含む），回答方法内訳：紙２７３票，インターネット１１６票 

回収率 ３９.３％（有効回答率３８.７％） 

 

③ 障害児向けアンケート（追加調査） 

①障害者向けアンケートにおいて，１８歳未満の対象者，特に小学生の年代における回答が少

なかったことを受け，調査を補完する目的でアンケート調査を実施しました。 

配布数 １,７５１票（対象１,７５２票－郵便不着１票） 

回収数 ６４５票（有効票６０３票，無効票（回答年代相違）１８票，白票２４票） 

回収率 ３６.８％（有効回答率３４.４％） 
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(2) 各種ヒアリング調査 

① 障害福祉関係団体ヒアリング 

市内の障害福祉関係団体（９団体）を対象に，各団体における活動実態や課題，優先的取組

などを把握することを目的として，ヒアリング調査を実施しました。 

団体名 関連する障害種別 

柏市視覚障害者協会 視覚障害 

柏市聴覚障害者協会 聴覚障害 

特定非営利活動法人 

千葉県中途失聴者・難聴者協会 柏地区会 
聴覚障害 

柏市肢体不自由児（者）を育てる会 肢体不自由 

柏市手をつなぐ育成会 知的障害 

柏市自閉症協会 発達障害 

精神障害者家族会よつば会 精神障害 

東葛菜の花「高次脳機能障害者と家族の会」 高次脳機能障害 

千葉県パーキンソン病友の会 第６ブロック 難病 

 

② 委託相談支援事業所ヒアリング 

市内の委託相談支援事業所（５事業所）を対象に，各事業所における地区ごとの活動実態や

課題，対応策などを把握することを目的として，ヒアリング調査を実施しました。 

事業所名 担当地区 

社会福祉法人青葉会 地域生活相談センターシャル 北部 

社会福祉法人ワーナーホーム たんぽぽセンター 中央 

特定非営利活動法人権利擁護あさひ  中央 

社会福祉法人ぶるーむ ぶるーむの風相談室 南部 

社会福祉法人桐友学園 サポートセンター沼南 東部 

(3) パブリックコメント 

市民の意見及び提案を反映するため，パブリックコメントを実施しました。 

① 実施期間 

202３年１１月２７日から 202３年１２月２６日（３０日間） 

② 実施結果 

意見提出３人，計５０件  
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3. 用語解説 
 

あ行  

ＩＣＴ（アイシーティー） Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの略。ＩＴ
（情報技術）の概念をさらに一歩進め，ＩＴに通信コミュニケーショ
ンの重要性を加味した言葉で，情報通信技術を指す。 

一般就労 雇用契約を結んで企業へ就職する通常の雇用形態のこと。一般
就労では労働基準法や最低賃金法が適用される。対して，福祉
的な支援を受けながら働く障害者の就労を「福祉的就労」とい
い，労働法規が適用されず，工賃が支払われる。 

医療的ケア 一般的に学校や在宅等で日常的に行われている，人工呼吸器に
よる呼吸管理，喀痰（かくたん）吸引，経管栄養，気管切開部の
衛生管理等の医療行為を指す。 

インクルーシブ教育システム 
 

障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ仕組み。同じ場
で共に学ぶことを追求するとともに，個別の教育的ニーズに応じ
るため，通常の学級，通級による指導，特別支援学級，特別支援
学校といった，連続性のある「多様な学びの場」の整備が進めら
れている。 

か行  

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として，障害
者等からの一般的な相談支援のほか，地域の相談支援従事者
に対する助言等の支援者支援や自立支援協議会に関与した地
域づくりの業務を行うセンターのこと。 

強度行動障害 激しい他害，自傷，多動など，本人や周囲の人のくらしに影響を
及ぼす行動が，著しく高い頻度で起こるため，特別に配慮された
支援が必要になっている状態。 

グループホーム 障害者が地域住民との交流が確保される地域の中で，家庭的な
雰囲気の下，日常生活上必要な援助を受けながら，少人数で共
同生活を営む住まいの場。 

ケアマネジメント 障害児者とその家族の意向を踏まえ，地域で豊かに暮らすため
の支援ができるよう，各種サービスを的確に提供し，地域におけ
る生活の支援を行う社会福祉援助技術。 

権利擁護 自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な障害者等に
代わって，援助者が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこ
と。 

高次脳機能障害 脳血管疾患や交通事故などによる脳損傷を原因とする，記憶・注
意・思考・言語などの障害。外見上は障害が目立たないため，周
囲に理解されにくいことや，本人自身が障害を十分に認識できな
いこともある。 
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工賃 主に就労継続支援Ｂ型事業所及び他の生産活動を行う通所系
障害福祉サービス事業所（障害者支援施設での日中活動の場
を含む）で生産活動に従事する（福祉的就労で働く）利用者に
支払われるもの。生産活動に係る事業の収入から，生産活動に
係る必要な経費を差引いた額に相当する金額が工賃として支払
われる。 

合理的配慮 障害者が他者と平等に人権及び基本的自由を享有し，行使でき
るよう，社会の中にある障壁（バリア）を取り除くために何らかの
対応を必要としているとの意思が示されたときに，負担が重すぎ
ない範囲で行う調整や変更のこと。 

さ行  

サービス等利用計画 障害者の心身の状況，置かれている環境，本人及びその家族の
意向等を勘案し，利用する障害福祉サービス等の種類及び内容
等を定める計画。指定特定相談支援事業者が作成する。 

児童発達支援センター 地域の障害児支援の中核的な役割を担う機関として，通所児童
に対し高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支
援を提供するとともに，障害児の家族，障害児通所支援事業者，
その他の関係者に対し，相談，専門的な助言，その他の必要な援
助を行うことを目的とする施設。 

市民後見人 成年後見制度利用者の親族以外の第三者で，弁護士や司法書
士などの専門職後見人以外の第三者後見人のこと。成年後見制
度の普及に伴い，市民後見人への支援・指導や家庭裁判所，自
治体との連携体制が一層求められている。 

社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された福祉専門職
の国家資格。身体上もしくは精神上障害があること，または環境
上の理由により日常生活を営むことに支障がある人の福祉に関
する相談に応じ，助言・指導その他の援助を行う。 

重症心身障害 障害の種別にかかわらず２つ以上の障害のある「重複障害」とは
異なり，重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複する場合に
限って使われる名称。 

障害支援区分 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標
準的な支援の度合を総合的に示すもので，市町村が障害福祉サ
ービスの種類や量を決定する際に参考にしている。必要とされる
支援の度合が最も低い「非該当」から順に「区分６」までの各区
分に市町村が認定する。 

障害者基本法 障害者施策を総合的かつ計画的に進め，障害福祉を増進するこ
とを目的に１９９３年に施行された法律。障害者の自立と社会参
加の支援等のための施策に関する基本理念とともに，国や地方
公共団体の責務など施策の基本となる事項を定めている。 

障害者虐待防止センター 障害者への虐待に対応する窓口として，虐待に関する通報や届
出の受理，相談・指導，虐待防止に関する啓発活動等を行う施
設。 
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障害者雇用促進法 正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で，１９６０
年に施行された法律。障害者の職業生活における自立を促進す
るための措置を総合的に講じ，障害者の職業の安定を図ることを
目的に制定された。 

障害者差別解消法 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」で，２０１３年に施行された法律。共生社会の実現に向け，障
害を理由とする差別の解消の推進について定めている。 

障害者週間 １２月３日から１２月９日までの１週間。国民の間に広く障害福祉
についての関心と理解を深めるとともに，障害者が社会，経済，
文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高め
ることを目的としている。 

障害者就業・生活支援センター 
 

就業や職場への定着が困難な障害者を対象として，身近な地域
で雇用，福祉，教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調
整等を積極的に行いながら，就業及びそれに伴う日常生活，社
会生活上の支援を一体的に行う機関。 

障害者総合支援法 ２００６年に成立した障害者自立支援法が，２０１２年に「障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改
称された法律。障害者の定義に難病等を追加するなど，地域社
会における共生の実現に向けて，障害者の生活を総合的に支援
するための新たな障害保健福祉施策を講ずるために制定された。 

情報アクセシビリティ 
 

さまざまな製品，建物やサービスにアクセスしやすいことやその度
合いを示す「アクセシビリティ」の中でも，特に情報の取得や利用
にあたって，可能な限り，その障害の種類及び程度に応じた手段
を選択できるようにすること。 

ジョブコーチ 障害者が職場への適応を図れるように支援し，障害者の職場へ
の適応を直接支援するだけでなく，事業主や同僚，家族への助
言，障害の状況に応じた職務の調整や職場環境の改善等も行
う。 

自立支援協議会 障害者等に係る地域の課題を解決するため，地域の関係者が集
まり，個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・
地域の課題を共有し，その課題を踏まえて地域のサービス基盤
の構築を進めていく役割を担う会議体。障害者総合支援法に基
づき，設置は地方公共団体の努力義務となっている。 

自立支援医療 心身の障害を除去・軽減するための医療について，医療費の自
己負担額を軽減する公費負担医療制度。精神医療を継続的に
要する症状にある人への「精神通院医療」，身体障害者への「更
生医療」及び「育成医療」がある。 

身体障害者手帳 身体の機能に一定以上の障害があると認められた人の自立と社
会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護のた
めに交付される手帳。 

精神障害者保健福祉手帳 一定程度の精神障害の状態にある人の自立と社会参加の促進
を図るために交付される手帳。 
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精神保健福祉士 精神保健福祉法に基づく精神障害者の社会復帰に関する専門
職の国家資格。専門的知識及び技術をもって，社会復帰に関す
る相談・助言・支援等を行う。 

成年後見制度 知的障害や精神障害，発達障害，認知症などの理由により判断
能力が不十分で自分自身の権利を守ることができない人を保
護・支援する制度。財産の管理やサービス利用などの契約，遺産
分割の協議などをサポートする。 

相談支援専門員 計画相談支援及び地域相談支援等を行う事業所において配置
が義務付けられる職員。相談支援専門員として業務に従事する
ためには，法令に定める研修の履修及び実務経験が必要とな
る。 

た行  

地域共生社会（共生社会） 全ての人々が一人一人の暮らしと生きがいを，共に創り，高め合
う社会。または困難を持つあらゆる人を地域で支えるための仕組
みを目指す考え方。 

地域生活支援事業 指定障害福祉サービスなどとは別に，障害者総合支援法の規定
に基づいて都道府県や市町村が行う事業。地域の特性や利用者
の状況に応じ，柔軟な形態により計画的に実施する。 

地域包括ケアシステム 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
るよう，住まい，医療，介護，予防，生活支援サービスを継ぎ目なく
連続的かつ包括的に日常生活圏域で提供をしていく仕組み。障
害福祉分野では，精神障害に着目した「精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム」として用いられることが多い。 

チャレンジドオフィス 
（チャレンジドオフィスかしわ） 

一般企業等で働く意欲があるものの，就労に結び付かない障害
者を対象に，市役所の会計年度任用職員として雇用し，就労スキ
ルの向上や勤怠の安定を図ることにより，一般企業等への就労
を円滑に行えるようにする事業。 

点訳奉仕員 所定の講習を受けて点訳の技術を習得し，視覚に障害者のため
に点字図書の作成などをする人。 

特別支援教育 従来の「特殊教育」から転換された教育制度で，障害のある幼
児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた取組を支援するという
視点に立ち，一人一人の教育的ニーズに応じて能力を高め，生
活や学習上の困難を改善・克服するために適切な指導や必要な
支援を行うもの。 

な行  

難病 発病の機構が明らかでなく，治療方法が確立していない希少な
疾病であって，長期の療養を必要とするもの。 

ネットワーク 各主体を網の目のように結び，つなぐこと。サービス提供において
は「サービス提供主体間の情報交換を促し，情報の共有化を図
るとともに，協力・連携体制を構築すること」を意味する。 
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ノーマライゼーション 障害者を特別視するのではなく，一般社会の中で普通の生活が
送れるような条件を整え，共に生きる社会こそが当たり前（ノーマ
ル）であるという考え方。 

は行  

発達障害 自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障
害，注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であ
って，その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で
定めるもの。 

バリアフリー 社会生活をしていく上で妨げとなる障壁（バリア）となるものを除
去（フリー）するという意味で，建物や道路の段差解消など生活
環境上の物理的障壁を除去すること。より広く，社会参加を困難
にしている社会的，制度的，心理的な全ての障壁の除去という意
味でも用いられる。 

ピアサポート 障害者自身が，自らの体験に基づいて，他の障害者の相談相手
となったり，同じ仲間として社会参加や地域での交流，問題の解
決等を支援したりする活動。また，この活動をする人を「ピアサポ
ーター」という。相談に力点を置く「ピアカウンセリング」も類似の
概念。 

ヒアリングループ 磁気発生装置と補聴器の併用により聴覚に障害者を支援する方
法。マイクで拾った音声を大きな輪（ループ）にしたコードに流し
て磁気を発生させ，そのループコードの範囲内であれば，ヒアリン
グループ対応の補聴器により音声を聞くことができる。 

避難行動要支援者 高齢者や障害者等，災害時または災害発生の恐れがあるときに
一人で避難することが困難な人のこと。 

ペアレントトレーニング 保護者や養育者が環境調整や子どもへの肯定的な働きかけを
ロールプレイやホームワークを通して学び，保護者等の関わり方
や心理的なストレスの改善，子どもの適切な行動の促進と不適切
な行動の改善を目指す家族支援のアプローチの１つ。「ペアレン
トプログラム」ともいう。 

ペアレントメンター 発達障害児を育てた経験を持つ保護者で，その経験を生かし，
同じ親の立場から，子育てで同じ悩みを抱える保護者などに対し
て相談・助言を行う。 

ヘルプマーク・ヘルプカード 障害等により，支援や配慮を必要としているが外見から分からな
い人などが，周囲の人に支援等を必要としていることを知らせる
ためのもの。 

ま行  

盲ろう者向け通訳 手話を始めとして，蝕手話，点字を応用したものなど，さまざまな
方法で通訳を行うこと。盲ろう者は視覚と聴覚の両方に障害があ
り，視覚及び聴覚の障害の程度や生育歴，他の障害との重複の
仕方等によって多様なコミュニケーション方法が必要とされてい
る。 
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や行  

要約筆記 話し手の話す内容をつかみ，それを筆記して聴覚障害者に伝える
こと。大規模な会議等においては，手書きした原稿をＯＨＰ（オー
バー・ヘッド・プロジェクター）でスクリーンに投影したり，パソコン
を使用して作成した画面をプロジェクターで投影したりする方法
が用いられている。 

ユニバーサルデザイン 特定の年齢・性別・国籍・心身状態の人を対象とするのではなく，
どのような人でも利用することができる施設や製品を計画・設計
すること。 

ら行  

ライフサポートファイル 
 

子どもの成長の記録や医療・福祉サービス等の利用に関する情
報について，保護者が記録・保管し，関係機関との情報共有や，
将来いろいろな制度を利用する際に活用する。本市では「柏市サ
ポートファイル」という。 

ライフステージ 人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階をいう。幼年期・
児童期・青年期・壮年期・老年期などに区分され，誕生・入学・卒
業・就職・結婚・子どもの誕生・退職・死など，それぞれの段階に
応じた節目となる出来事を経験する。また，それぞれの段階ごとに
特徴的な悩みや問題などが見られる。 

療育 障害児について，早期に適切な治療等を行い，障害の治癒や軽
減を図りながら育成すること。 

療育手帳 知的障害者に各種の支援策を講じることを目的として交付され
る手帳。 

レスパイト 「息抜き」「休息」の意味。福祉分野では，在宅で介護をする家族
などの介助者が休息を取れるよう支援するサービスを指す。介助
者の負担軽減を目的とすることから家族支援に該当する。 

朗読奉仕員 所定の講習を受けて朗読の技術を習得し，視覚障害者のために
声の図書（録音テープ） の作成や対面朗読などをする人のこと。 
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寄り添う

みんなが
健やかに

成長できる

みんなで支え
安心して
暮らせる
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ノーマライゼーション
かしわプラン2024 重点目標

障害者の
暮らしを支える

かしわネットワークの
地域での活用

第�期
柏市障害者基本計画

（後期計画）

第�期
柏市障害福祉計画

第�期
柏市障害児福祉計画 

みんなでつくる  みんなで暮らせるまち  かしわ

発行／柏市　編集／柏市福祉部障害福祉課
〒277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号
TEL 04-7167-1136　FAX 04-7167-0294

表紙では，障害者の暮らしを支える「かしわネットワーク」が
地域にしっかりと根ざし，安定した障害福祉ネットワークとして
伸長している様子を，幹太く大きく枝葉を広げて育つ１本の木
に表しました。結んだ実には計画の４つの基本目標をイメージ
して，支援の必要な人も支える人もみんなが寄り添い共に健や
かに暮らす姿を描きました。

ノーマライゼーション
かしわプラン2024




